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衆
議
院
議
員
河
野
正
美
君
提
出
我
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に
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に
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る
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に
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る
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一
に
つ
い
て

国
、
独
立
行
政
法
人
等
が
木
材
又
は
木
材
製
品
を
調
達
す
る
場
合
に
お
い
て
、
木
材
又
は
木
材
製
品
の
原
料
と
な
る
原
木

の
伐
採
に
当
た
っ
て
、
当
該
原
木
が
、
そ
の
生
産
さ
れ
た
国
又
は
地
域
に
お
け
る
森
林
に
関
す
る
法
令
に
照
ら
し
て
手
続
が

適
正
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
（
以
下
「
合
法
性
」
と
い
う
。
）
を
確
認
す
る
こ
と
は
、
国
際
的
な
環
境
の
保
全
及
び

持
続
可
能
な
森
林
経
営
の
推
進
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
農
林
水
産
省
及
び
環
境
省
に
お
い
て
、
国
の
機
関
等
に

対
し
、
調
達
し
た
木
材
又
は
木
材
製
品
の
合
法
性
の
確
認
に
係
る
調
査
を
行
っ
て
い
る
。
当
該
調
査
の
結
果
に
よ
れ
ば
、
例

え
ば
、
間
伐
材
等
以
外
の
も
の
を
原
材
料
と
す
る
紙
製
の
事
務
用
封
筒
並
び
に
木
製
の
椅
子
及
び
机
の
う
ち
、
合
法
性
が
確

認
さ
れ
た
も
の
の
割
合
は
、
平
成
二
十
四
年
度
は
、
そ
れ
ぞ
れ
九
十
九
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
並
び
に
九
十
九
・
六
パ
ー
セ
ン
ト

及
び
九
十
九
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
お
り
、
国
の
機
関
等
に
お
い
て
は
、
適
切
に
合
法
性
の
確
認
が
行
わ
れ
て
い
る
も

の
と
考
え
て
い
る
。
政
府
と
し
て
は
、
引
き
続
き
当
該
調
査
に
よ
り
、
木
材
及
び
木
材
製
品
の
合
法
性
の
確
認
を
適
切
に
行

っ
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

一



農
林
水
産
省
及
び
環
境
省
と
し
て
は
、
同
省
が
開
催
し
て
い
る
「
環
境
物
品
等
の
調
達
の
推
進
に
関
す
る
基
本
方
針
」
（

平
成
十
三
年
二
月
二
日
閣
議
決
定
）
に
関
す
る
説
明
会
や
、
民
間
事
業
者
等
が
開
催
し
て
い
る
説
明
会
、
展
示
会
等
に
お
い

て
、
地
方
公
共
団
体
、
民
間
事
業
者
等
に
対
し
、
合
法
性
が
確
認
さ
れ
た
木
材
及
び
木
材
製
品
の
利
用
に
つ
い
て
働
き
か
け

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
こ
う
し
た
取
組
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
よ
う
な
違
法
伐
採
対
策
に
関
す
る
規
制
措
置
に
つ
い
て
は
、
導
入
の
必
要
性
、
既
存
の
法
制
度
と
の
関
係
等
を

検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

二


